
第 73号 議 案

平成30年度長崎県県営林特別会計補正予算 (第 3号 )

平成30年度長崎県県営林特別会計補正予算 (第 3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ167,007千 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ401,271千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第 2条 繰越明許費の変更は、「第 2表繰越明許費補正Jに よる。

平 成 31年 2月 20日 提 出

長 崎 県 知 事  中  村 法  道
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1国庫支出金

千
「

27,979

千圧

167,007

千円

194,986

2国庫補助金 27,320 167,007 194,327

歳 入 合    計 234,264 167,007 401,271

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1農林水産業費

千
「

234,264

千円

167,007

千円

401,271

1林 業 資 90,803 167,007 257,810

歳    出
ハ

計 234,264 167,007 401,271
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第 2表 繰越明許費補正

款 項
補   正   前 補   正   後

事  業  名 金 額 事  業  名 金 額

1農林水産業費
千円

27,320
千円

194,327

1林  業  費 27 320 194,327

造  林  費 27,320 補正前 に同 じ。 194,327

△
口 計 27,320 計 194 327
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第 74号 議 案

平成30年度長崎県流域下水道特別会計補正予算 (第 4号 )

平成30年度長崎県流域下水道特別会計補正予算 (第 4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ448,000千 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,495,126千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費の補正)

第 2条 繰越明許費の変更は、「第 2表繰越明許費補正」による。

(地方債の補正)

第 3条 地方債の変更は、「第 3表地方債補正」による。

平 成 31年 2月 20日 提 出

長 崎 県 知 事 中 村 法 道
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳  出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1分担金及び負担金
千
「

555,041

千医

80,500

千円

635,541

1負 担 金 555,041 80,500 635,541

2国庫支出金 244,500 287,000 531,500

1国庫負担金 244,500 287,000 531,500

5県   債 90,700 80,500 171,200

1県   債 90,700 80,500 171,200

歳 入 計 1,047,126 448,000 1,495,126

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1土 木 費
千圧

1,047,126

千
「

448,000
千円

1,495,126

1流域下水道費 905,020 448,000 1,353,020

歳 出 合    計 1,047,126 448,000 1,495,126
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第 2表 繰越明許費補正

款 項
補   正   前 補   正   後

事  業  名 金 額 事  業  名 金    額

1土  木  費
千円

284,248
千円

732,248

1流 域 下 水 道 費 284,248 732 248

大村湾南部流域
下水道建設費

284,248 補正前 に同 じ。 732 248

△
口 計 284 248 計 732,248
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第 3表 地方債補正

起 債 の 目 的
補  正  前 補  正  後

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

流域下水道建設費 90
千円

700 債券発行又

は普通貸借

(借入先)

財務省、地

方公共団体

金融機構、

銀行その他

(借入時期 )

平成30年

ただし、工

事その他の

都合により、

その全部又

は一部を譲

年度に繰延

べ借入れす

ることがで

きる。

年利

50%

以内

(た

だし、

利率

見直

し方

式で

借 り

入れ

る資

金に

つい

て 、

利率

の見

直し

を行

つた

後に

おい

ては、

当 訪

見直

し後

の不U

め

借入時期か

ら30年以内

(う ち据置

期間 5年以

内)におい

て元利均等

又は元金均

等などの償

還の方法に

よる。ただ

し、本県財

政の都合に

より、繰上

償還をなし、

又は償還年

限を短縮し、

若しくは借

換えをする

ことができ

る。

千円

171,200 補正前に同

じ。

補正

前に

同幌

補正前 に同

じ。

計 90,700 171,200
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